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ドーシャスフロアブル

（シアゾファミド・TPN水和剤）

適用拡大の概要

<総使用回数の変更>

・作物名「きゅうり」の、ＴＰＮを含む農薬の総使用回数を「14回以内（土壌灌注は2回以内、散布、常温煙霧、

くん煙及びｴｱｿﾞﾙ剤の噴射は合計12回以内）」に変更する。

・作物名「トマト」の、ＴＰＮを含む農薬の総使用回数を「6回以内（土壌灌注は2回以内、散布、常温煙霧、

くん煙及びｴｱｿﾞﾙ剤の噴射は合計4回以内）」に変更する。

・作物名「ねぎ」の、ＴＰＮを含む農薬の総使用回数を「4回以内(土壌灌注は1回以内、

散布及び無人航空機散布は合計3回以内)」に変更する。
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作物名
適用

病害虫名
希釈倍数 使用液量 使用時期

本剤の
使用回数

使用方法
ｼｱｿﾞﾌｧﾐﾄﾞを
含む農薬の
総使用回数

TPNを含む農
薬の

総使用回数

トマト

疫病

葉かび病

輪紋病

6回以内（土壌

灌注は2回以

内、散布、常
温煙霧、くん煙
及びｴｱｿﾞﾙ剤
の噴射は合計

4回以内）

きゅうり

べと病
うどんこ病

褐斑病
炭疽病
黒星病

14回以内（土

壌灌注は2回

以内、散布、
常温煙霧、くん
煙及びｴｱｿﾞﾙ
剤の噴射は合
計12回以内）

ねぎ
べと病

黒斑病

100～

300L/10a

収穫14日

前まで
3回以内

4回以内(土壌

灌注は1回以

内、散布及び
無人航空機散
布は合計3回

以内)

4回以内1000倍

150～

300L/10a
収穫前日

まで
4回以内

散布


